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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル形成基材（２０３）を受け入れることができるエアロゾル発生装置（１）で
あって、
　前記エアロゾル形成基材（２０３）を加熱するためのものであり、かつ該エアロゾル形
成基材（２０３）の内部部分（２１１）を貫通するように構成された加熱器（１１５）と
、
　エアロゾル発生装置に受け入れられた前記エアロゾル形成基材を引き出すための引出器
（１０１）と、
　を含み、
　前記引出器（１０１）は、第１の位置と第２の位置の間で移動可能にエアロゾル発生装
置に結合され、該第１の位置は、前記加熱器（１１５）が前記エアロゾル形成基材（２０
３）と接触することによって定められる作動位置であり、該第２の位置は、該エアロゾル
形成基材（２０３）が該加熱器（１１５）から分離することによって定められる引出位置
であり、前記引出器が、第１及び第２の位置の両方で前記エアロゾル発生装置に結合され
たままであることを特徴とする装置（１）。
【請求項２】
　前記引出器（１０１）は、前記エアロゾル形成基材を含むエアロゾル発生物品を受け入
れるための摺動レセプタクル（１０５）を含み、開口が、該引出器が前記第１の位置にあ
る時に該摺動レセプタクル内に受け入れられた該エアロゾル形成基材を前記加熱器が貫通
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することを可能にするために該摺動レセプタクルの壁を通って形成されることを特徴とす
る請求項１に記載の装置（１）。
【請求項３】
　前記摺動レセプタクル（１０５）が前記第１及び第２の位置の間でスリーブ（１０３）
内で摺動するように配置されるような該摺動レセプタクル（１０５）を受け入れるための
スリーブ（１０３）を含むことを特徴とする請求項２に記載の装置（１）。
【請求項４】
　前記摺動レセプタクル（１０５）は、前記スリーブ（１０３）に当接するように配置さ
れたフランジ（１０７）を含むことを特徴とする請求項３に記載の装置（１）。
【請求項５】
　前記摺動レセプタクル（１０５）が装置（１）から滑り出るのを防止するためのストッ
パ（４０１）を更に含むことを特徴とする請求項２から請求項４のいずれか１項に記載の
装置（１）。
【請求項６】
　前記摺動レセプタクル（１０５）が前記第１及び第２の位置の間で移動する時に該摺動
レセプタクル（１０５）を案内するためのガイドピン（１１０）を更に含むことを特徴と
する請求項２から請求項５のいずれか１項に記載の装置（１）。
【請求項７】
　前記エアロゾル形成基材（２０３）は、喫煙物品（２０１）内に与えられ、前記摺動レ
セプタクル（１０５）は、該喫煙物品（２０１）が前記引出器（１０１）に受け入れられ
た時に前記第１の位置にあることを特徴とする請求項２から請求項６のいずれか１項に記
載の装置（１）。
【請求項８】
　前記エアロゾル形成基材（２０３）を支持するための支持体（１０５ｂ）が、前記摺動
レセプタクル（１０５）の面を含み、該面は、空気の貫流を許すための少なくとも１つの
開口（１０９）を含むことを特徴とする請求項２から請求項７のいずれか１項に記載の装
置（１）。
【請求項９】
　前記摺動レセプタクル（１０５）は、前記エアロゾル形成基材（２０３）が該摺動レセ
プタクル（１０５）に受け入れられ、かつ該摺動レセプタクル（１０５）が前記第１の位
置にある時に該エアロゾル形成基材（２０３）を把持するための把持手段（１１１）を含
むことを特徴とする請求項２から請求項８のいずれか１項に記載の装置（１）。
【請求項１０】
　前記摺動レセプタクル（１０５）は、前記エアロゾル形成基材（２０３）が前記加熱器
（１１５）によって加熱されるように正しく位置決めされた時に該エアロゾル形成基材（
２０３）が当接する面を含むことを特徴とする請求項２から請求項９のいずれか１項に記
載の装置。
【請求項１１】
　エアロゾル形成基材（２０３）を含む喫煙物品（２０１）を加熱式エアロゾル発生装置
から引き出す方法であって、該加熱式エアロゾル発生装置が、該エアロゾル形成基材（２
０３）を加熱してエアロゾルを形成するための加熱器（１１５）と該加熱式エアロゾル発
生装置に結合され、かつ該喫煙物品（２０１）を受け入れるための摺動レセプタクル（１
０５）を含む引出器（１０１）とを含み、
　前記方法は、
　前記摺動レセプタクル（１０５）に受け入れられた喫煙物品（２０１）と共に該摺動レ
セプタクル（１０５）を該喫煙物品（２０１）の前記エアロゾル形成基材（２０３）が前
記加熱器（１１５）によって加熱されるように位置決めされた第１の位置から該喫煙物品
（２０１）の該エアロゾル形成基材（２０３）が該加熱器（１１５）から実質的に分離さ
れた第２の位置まで摺動させる段階であって、該喫煙物品（２０１）の該エアロゾル形成
基材（２０３）が、該摺動レセプタクル（１０５）上の支持体（１０５ｂ）によって該摺
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動させる段階中に支持され、前記引出器が、第１及び第２の位置の両方で前記加熱式エア
ロゾル発生装置に結合されたままである前記摺動させる段階と、
　前記喫煙物品（２０１）を前記摺動レセプタクル（１０５）から取り出す段階と、
　を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記加熱式エアロゾル発生装置は、電気加熱器を含む電気加熱式エアロゾル発生装置で
あることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記喫煙物品は、タバコを含むことを特徴とする請求項１１又は請求項１２に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、エアロゾル形成基材を内部に位置決めすることができるエアロゾル発生装
置に関する。本明細書は、更に、エアロゾル形成基材をエアロゾル発生装置内に位置決め
するための引出器に関する。本明細書はまた、電気加熱式喫煙システムからの喫煙物品の
引き出しに関する。
【背景技術】
【０００２】
　いくつかの従来技術の文献は、例えば、加熱式喫煙システム及び電気加熱式喫煙システ
ムを含むエアロゾル発生装置を開示している。これらのシステムの１つの利点は、それら
が、喫煙者が喫煙を選択的に中止し、かつ再開することを可能にしながら、副流煙を有意
に低減することである。加熱式喫煙システムの例は、一実施形態において加熱器と接触し
た香味発生媒体を含む米国特許第５，１４４，９６２号明細書に開示されている。媒体が
枯渇された時に、それと加熱器との両方が交換される。加熱要素を取り出す必要なく基材
を交換することができるエアロゾル発生装置が望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５，１４４，９６２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の開示は、エアロゾル形成基材を位置決めすることができるエアロゾル発生装置
に関し、装置は、エアロゾル形成基材を加熱するためのものであってエアロゾル形成基材
の内部部分を貫通するように構成された加熱器と、引出器とを含み、引出器は、基材の内
部部分を加熱器と接触させて位置決めすることができる。
【０００５】
　本明細書で用いる場合に、用語「位置決めする」は、エアロゾル発生装置の加熱器に対
するエアロゾル形成基材の移動に関するものである。すなわち、引出器は、エアロゾル発
生装置からのエアロゾル形成基材の取り出しを容易にするために加熱器に対してエアロゾ
ル形成基材を移動することができる。
【０００６】
　本明細書で用いる場合に、「エアロゾル発生装置」は、エアロゾル形成基材と相互作用
してエアロゾルを発生する装置を意味する。エアロゾル形成基材は、エアロゾル発生物品
の一部、例えば、喫煙物品の一部とすることができる。エアロゾル発生装置は、エアロゾ
ルを発生させるために電源からエアロゾル形成基材にエネルギを供給するのに使用される
１つ又はそれよりも多くの構成要素を含むことができる。例えば、エアロゾル発生装置は
、加熱式エアロゾル発生装置とすることができる。エアロゾル発生装置は、電気加熱式エ
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アロゾル発生装置又はガス加熱式エアロゾル発生装置とすることができる。エアロゾル発
生装置は、エアロゾル発生物品のエアロゾル形成基材と相互作用してユーザの口腔を通し
てユーザの肺に直接に吸入されるエアロゾルを発生させる喫煙装置とすることができる。
エアロゾル発生装置は、ホルダとすることができる。
【０００７】
　本明細書で用いる場合に、用語「エアロゾル形成基材」は、エアロゾルを形成すること
ができる揮発性化合物を放出することができる基材に関するものである。そのような揮発
性化合物は、エアロゾル形成基材を加熱することによって放出することができる。エアロ
ゾル形成基材は、好都合にエアロゾル発生物品又は喫煙物品の一部とすることができる。
【０００８】
　本明細書で用いる場合に、用語「エアロゾル発生物品」及び「喫煙物品」は、エアロゾ
ルを形成することができる揮発性化合物を放出することができるエアロゾル形成基材を含
む物品を指す。例えば、エアロゾル発生物品は、ユーザの口腔を通してユーザの肺に直接
に吸入されるエアロゾルを発生させる喫煙物品とすることができる。エアロゾル発生物品
は、使い捨てとすることができる。用語「喫煙物品」は、以下において一般的に用いられ
る。
【０００９】
　好ましくは、喫煙物品は、エアロゾルを形成することができる揮発性化合物を放出する
ために燃焼するよりも加熱されるように意図したエアロゾル形成基材を含む喫煙物品であ
る加熱式喫煙物品である。エアロゾル形成基材を加熱することによって形成されるエアロ
ゾルは、エアロゾル形成基材の燃焼又は熱分解によって生成されると考えられるよりも含
まれる公知の有害成分が少ない場合がある。喫煙物品は、タバコスティックとすることが
でき、又はこれを含むことができる。
【００１０】
　一実施形態において、引出器は、エアロゾル形成基材を第１の位置及び第２の位置に位
置決めし、第１の位置は、エアロゾル形成基材と接触した加熱器によって定められる作動
位置であり、第２の位置は、加熱器から分離したエアロゾル形成基材によって定められる
引出位置である。すなわち、引出器は、エアロゾル発生装置に移動可能に結合することが
でき、かつエアロゾル形成基材がエアロゾル発生装置の加熱器と接触した第１の位置とエ
アロゾル形成基材が加熱器から分離した第２の位置との間で移動可能とすることができる
。好ましくは、引出器は、第１の位置、第２の位置、及び第１の位置と第２の位置の間の
いずれかの中間点にある時にエアロゾル発生装置に結合されたままである。引出器は、エ
アロゾル発生装置に取り出し可能に結合可能とすることができる。
【００１１】
　引出器は、喫煙物品を受け入れるための摺動レセプタクルを含むことができ、摺動レセ
プタクルは、第１の位置と第２の位置の間で摺動可能である。摺動レセプタクルを含む引
出器全体は、摺動レセプタクルを第１の位置と第２の位置の間で平行移動するように移動
することができる。これに代えて、引出器の摺動レセプタクルのみが、第１の位置と第２
の位置の間で摺動可能とすることができる。
【００１２】
　摺動レセプタクルの第１の位置は、加熱器が喫煙物品のエアロゾル形成基材を加熱して
エアロゾルを形成することができる作動位置である。当業者には公知のように、エアロゾ
ルは、空気のような気体中の固体粒子又は液滴、又は固体粒子及び液滴の両方の懸濁体で
ある。摺動レセプタクルの第２の位置は、エアロゾル発生装置からの喫煙物品の取り出し
を容易にする引出位置である。エアロゾル発生装置の上流端及び下流端は、ユーザが吸煙
した時の空気流に対して定められる。典型的には、流入空気は、上流端でエアロゾル発生
装置内に入り、エアロゾルと結合し、かつ下流端でユーザの口腔に向けて空気流でエアロ
ゾルを運ぶ。
【００１３】
　一実施形態において、エアロゾル発生装置は、エアロゾル形成基材を受け入れることが
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できる。装置は、エアロゾル形成基材を加熱するためのものであってエアロゾル形成基材
の内部部分を貫通するように構成された加熱器と、エアロゾル発生装置に受け入れられた
エアロゾル形成基材を引き出すための引出器とを含むことができる。引出器は、第１の位
置と第２の位置の間でエアロゾル発生装置に移動可能に結合することができ、第１の位置
は、エアロゾル形成基材と接触した加熱器によって定められる作動位置であり、第２の位
置は、加熱器から分離したエアロゾル形成基材によって定められる引出位置である。
【００１４】
　引出器は、エアロゾル形成物品を受け入れるための摺動レセプタクルを含むことができ
、引出器が第１の位置にある時に摺動レセプタクル内に受け入れられたエアロゾル形成基
材を加熱器が貫通することを可能にするための開口が、摺動レセプタクルの壁を通って形
成される。
【００１５】
　一実施形態において、エアロゾル形成基材を含む喫煙物品は、エアロゾル発生装置に与
えられる。この実施形態において、喫煙物品は、摺動レセプタクルが第１位置と第２位置
の間で移動される時に摺動レセプタクルに対して実質的に静止したままである。用語「実
質的に静止した」は、エアロゾル発生装置の使用中のミリメートル程度の位置の変動とし
て定義される。レセプタクル及び喫煙物品は、加熱器を含むエアロゾル発生装置の他の構
成要素に対して移動する。これは、エアロゾル発生装置からの喫煙物品の取り出しを２段
階で達成することを可能にする。第１の段階では、喫煙物品及び摺動レセプタクルは、エ
アロゾル発生装置の構成要素、特に加熱器に対して喫煙物品が支持される間に摺動によっ
て移動される。第２の段階では、この時点で加熱器から分離した喫煙物品は、摺動レセプ
タクルから取り出すことができる。
【００１６】
　本発明は、喫煙物品がエアロゾル発生装置から取り出される時にエアロゾル形成基材の
一体性を実質的に維持することを可能にする。取り出し中にエアロゾル形成基材の緩んだ
破片が生成されてエアロゾル発生装置に保持される危険性は、有意に低減される。これは
、例えば、エアロゾル発生装置を清掃する必要がある頻度を少なくすることになるので有
利である。
【００１７】
　一実施形態において、引出器は、摺動レセプタクルを受け入れるためのスリーブを更に
含み、それによって摺動レセプタクルは、スリーブ内で第１及び第２の位置の間で摺動す
るように配置される。これに代えて、スリーブは、電気加熱式喫煙システムのハウジング
一部を形成することができ、かつ個別の構成要素を含まない場合がある。
【００１８】
　スリーブは、開口チューブを含むことができる。チューブは、円筒形とすることができ
る。摺動レセプタクルは、摺動レセプタクルをスリーブに受け入れることができるように
スリーブの直径よりも僅かに小さい直径を有する円筒形チューブ又は実質的に円筒形を含
むことができる。摺動レセプタクルは、摺動レセプタクルが第１の位置にある時にスリー
ブに当接するように配置されたフランジを含むことができる。喫煙物品が摺動レセプタク
ル内に正確に受け入れられたと仮定すると、これは、喫煙物品のエアロゾル形成基材を第
１の位置にある加熱器によって加熱されるように正確に位置決めすることを可能にする。
【００１９】
　エアロゾル発生装置は、摺動レセプタクルが第２の位置まで移動された時に摺動レセプ
タクルがエアロゾル発生装置から滑り出るのを防ぐためのストッパを更に含むことができ
る。ストッパは、ストッパを受け入れるためのストッパ受け入れ手段、例えば、窪み又は
凹部と協働するように配置することができる。ストッパは、摺動レセプタクル上に設ける
ことができる。ストッパ受け入れ手段は、スリーブ上又はエアロゾル発生装置の別の部分
上に設けることができる。これに代えて、ストッパは、スリーブ上又はエアロゾル発生装
置の別の部分上に設けることができ、ストッパ受け入れ手段は、摺動レセプタクル上に設
けることができる。
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【００２０】
　エアロゾル発生装置は、摺動レセプタクルが第１の位置と第２の位置の間で移動される
時に摺動レセプタクルを案内するためのガイドピンを更に含むことができる。ガイドピン
は、摺動レセプタクルがエアロゾル発生装置又はスリーブ内で回転するのを実質的に防止
する。ガイドピンは、スロット又は溝と協働するように配置することができる。ガイドピ
ンは、例えば、摺動レセプタクル上に設けることができる。スロット又は溝は、スリーブ
に又はエアロゾル発生装置の別の部分に設けることができる。これに代えて、ガイドピン
は、スリーブ上又はエアロゾル発生装置の別の部分上に設けることができ、スロット又は
溝は、摺動レセプタクル内に設けることができる。
【００２１】
　摺動レセプタクルは、加熱器の熱からの絶縁を与えるための絶縁材料を含むことができ
る。これに代えて又はこれに加えて、スリーブは、加熱器の熱からの絶縁を与えるための
絶縁材料を含むことができる。
【００２２】
　エアロゾル発生装置は、電気加熱器を含む電気加熱式喫煙システムとすることができる
。他の実施形態において、エアロゾル発生装置は、ガスバーナー又は電気以外の何らかの
熱源を含む加熱器喫煙システムとすることができる。一実施形態において、エアロゾル形
成基材を含む喫煙物品を受け入れるための電気加熱式喫煙システムを提供し、電気加熱式
喫煙システムは、エアロゾル形成基材を位置決めすることができ、かつエアロゾル形成基
材を加熱するためのものであってエアロゾル形成基材の内部部分を貫通するように構成さ
れた電気加熱器と、電気加熱式喫煙システムに受け入れられた喫煙物品を引き出すための
引出器とを含み、引出器は、エアロゾル形成基材の内部部分を加熱器と接触させて位置決
めすることができ、引出器は、喫煙物品を受け入れるための摺動レセプタクルを含み、摺
動レセプタクルは、喫煙物品のエアロゾル形成基材が電気加熱器によって加熱されるよう
に位置決めされる第１の位置とエアロゾル形成基材が電気加熱器から実質的に分離される
第２の位置との間で摺動可能である。
【００２３】
　用語「電気加熱器」は、１つ又はそれよりも多くの電気加熱要素を指す。電気加熱器は
、喫煙物品が摺動レセプタクル内に受け入れられ、かつ摺動レセプタクルが第１の位置に
ある時に喫煙物品のエアロゾル形成基材内に少なくとも部分的に挿入するための内部電気
加熱要素を含むことができる。「内部加熱要素」は、エアロゾル形成材料内に挿入するの
に適切であるものである。本発明は、内部加熱要素と併せて使用すると特に有利であり、
その理由は、そのような場合に、エアロゾル形成基材が加熱要素に付着し、従って、エア
ロゾル形成基材が加熱要素から分離される時に分解する傾向があると考えられるからであ
る。
【００２４】
　これに代えて又はこれに加えて、電気加熱器は、外部加熱要素を含むことができる。用
語「外部加熱要素」は、エアロゾル形成基材を少なくとも部分的に取り囲むものを意味す
る。電気加熱器は、１つ又はそれよりも多くの内部加熱要素と１つ又はそれよりも多くの
外部加熱要素とを含むことができる。
【００２５】
　電気加熱器は、単一の加熱要素を含むことができる。これに代えて、電気加熱器は、１
つよりも多い加熱要素を含むことができる。１つ又は複数の加熱要素は、エアロゾル形成
基材を最も効率的に加熱するように適切に配置することができる。
【００２６】
　電気加熱器は、電気抵抗材料を含むことができる。適切な電気抵抗材料は、以下に限定
されるものではないが、ドープセラミックのような半導体、電気的「伝導性」セラミック
（例えば、二珪化モリブデンのような）、炭素、グラファイト、金属、金属合金、並びに
セラミック材料及び金属材料から作られる複合材料を含む。このような複合材料は、ドー
プ又は非ドープセラミックを含むことができる。適切なドープセラミックの例は、ドープ
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炭化珪素を含む。適切な金属の例は、チタン、ジルコニウム、タンタル、及び白金族から
の金属を含む。適切な金属合金の例は、ステンレス鋼、ニッケル－、コバルト－、クロム
－、アルミニウム－、チタン－、ジルコニウム－、ハフニウム－、ニオビウム－、モリブ
デン－、タンタル－、タングステン－、錫－、ガリウム－、マンガン、及び鉄－含有合金
、及びニッケル、鉄、コバルト、ステンレス鋼、Ｔｉｍｅｔａｌ（登録商標）、及び鉄－
マンガン－アルミニウムベースの合金に基づく超合金を含むことができる。複合材料にお
いて、電気抵抗材料は、エネルギ伝達の動力学及び所要の外部物理化学特性に基づいて任
意的に絶縁材料に埋め込み、カプセル化し、又はそれで被覆するか、又はその逆とするこ
とができる。これに代えて、電気加熱器は、赤外線加熱要素、光源、又は誘導加熱要素を
含むことができる。
【００２７】
　電気加熱器は、あらゆる適切な形態を取ることができる。例えば、電気加熱器は、加熱
ブレードの形態を取ることができる。これに代えて、電気加熱器は、異なる導電部分を有
するケーシング又は基板、又は電気抵抗材料チューブの形態を取ることができる。これに
代えて、エアロゾル形成基材の中心を貫通する１つ又はそれよりも多くの加熱ニードル又
はロッドは、上述のようなものとすることができる。これに代えて、電気加熱器は、円盤
（端部）加熱器、又は円盤加熱器を加熱ニードル又はロッドに組み合わせたものとするこ
とができる。他の代替物は、加熱ワイヤ又はフィラメント、例えば、Ｎｉ－Ｃｒ（ニッケ
ル－クロム）、白金、タングステン、又は合金ワイヤ、又は加熱プレートを含む。任意的
に、加熱要素は、硬質担体材料に又は硬質担体材料上に堆積させることができる。
【００２８】
　電気加熱器は、吸熱及び蓄熱して後で時間と共にエアロゾル形成基材に対して放熱する
ことができる材料を含むヒートシンク又はヒートリザーバを含むことができる。ヒートシ
ンクは、適切な金属又はセラミック材料のようなあらゆる適切な材料から形成することが
できる。一実施形態において、材料は、高い熱容量を有し（顕熱蓄熱材料）、又は吸熱し
て次に高温相変化のような可逆過程によって放熱することができる材料である。適切な顕
熱蓄熱材料は、シルカゲル、アルミナ、炭素、ガラスマット、ガラス繊維、無機物、及び
アルミニウム、銀、又は鉛のような金属又は合金、並びに紙のようなセルロース材料を含
む。可逆的相変化によって放熱する他の適切な材料は、パラフィン、酢酸ナトリウム、ナ
フタレン、ワックス、ポリエチレンオキシド、金属、金属塩、共晶塩の混合物、又は合金
を含む。
【００２９】
　ヒートシンク又はヒートリザーバは、それがエアロゾル形成基材と直接に接触し、かつ
蓄熱を直接に基材に伝達することができるように配置することができる。これに代えて、
ヒートシンク又はヒートリザーバに貯えられた熱は、金属チューブのような熱導体によっ
てエアロゾル形成基材に伝達することができる。
【００３０】
　電気加熱器は、エアロゾル形成基材を伝導によって加熱することができる。電気加熱器
は、基材又は基材を堆積させた担体に少なくとも部分的に接触することができる。これに
代えて、電気加熱器からの熱は、熱伝導要素によって基材に伝導させることができる。
【００３１】
　これに代えて、電気加熱器は、使用中に電気加熱式喫煙システムを通して引き込まれた
流入周囲空気に熱を伝達することができ、これは、次に、対流によってエアロゾル形成基
材を加熱する。周囲空気は、エアロゾル形成基材を通過する前に加熱することができる。
【００３２】
　一実施形態において、電気エネルギは、電気加熱器の１つ又は複数の加熱要素が約２５
０℃から４４０℃の間の温度に達するまで電気加熱器に供給される。約２５０℃から４４
０℃の間の温度に達するように１つ又は複数の加熱要素の加熱を制御するのにあらゆる適
切な温度センサ及び制御回路を使用することができる。これは、タバコ及びシガレットラ
ッパーの燃焼温度が８００℃に達する場合がある従来のシガレットとは対照的である。
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【００３３】
　摺動レセプタクルは、摺動レセプタクル及び喫煙物品が第１の位置から第２の位置まで
移動される時に喫煙物品のエアロゾル形成基材を支持するための支持体を含むことができ
る。
【００３４】
　一実施形態において、喫煙物品のエアロゾル形成基材を支持するための支持体は、摺動
レセプタクルの面を含み、面は、空気の貫流を許すための少なくとも１つの開口を含む。
開口のサイズ、形状、及び位置は、空気流、例えば、空気流の方向及び量を制御又は案内
するように適応させることができる。空気流は、エアロゾル発生を改善するために加熱器
の近くに向けて案内することができる。
【００３５】
　摺動レセプタクルの面又は表面は、特に摺動レセプタクルが第１の位置から第２の位置
まで移動される時にエアロゾル形成基材の一体性を維持するのを補助する支持体を与える
ことができる。少なくとも１つの開口のサイズ及び形状は、エアロゾル発生装置を通って
流れる空気に影響を及ぼす場合がある。これは、次に、エアロゾルの特性に影響を及ぼす
と考えられる。従って、少なくとも１つの開口は、望ましいエアロゾル特性に応じて選択
したサイズ及び形状を有することができる。これは、空気流管理を改善し、従って、エア
ロゾル発生装置の全体効率を改善することができる。
【００３６】
　少なくとも１つの開口のサイズ及び形状はまた、エアロゾル形成基材の特質に応じて選
択することができる。例えば、エアロゾル形成基材が大きい断片又は破片を含む場合には
、大きい開口が適切であると考えられる。しかし、エアロゾル形成基材がより小さい断片
又は破片を含む場合には、小さい断片が開口を通って落下するのを防ぐためにより小さい
開口が望ましいと考えられる。
【００３７】
　少なくとも１つの開口は、１つ、２つ、３つ、４つ、又はより多数の開口を含むことが
できる。本発明の一実施形態において、摺動レセプタクルの面は、メッシュ又はガーゼを
含む。摺動レセプタクルが円筒チューブを含む場合に、支持体は、円筒チューブの端面又
は端面の一部を含むことができる。
【００３８】
　少なくとも１つの開口のうちの１つは、摺動レセプタクルが第１の位置にある時に加熱
器が開口を通って延びるように配置することができる。
【００３９】
　一実施形態において、摺動レセプタクルは、喫煙物品が摺動レセプタクル内に受け入れ
られ、かつ摺動レセプタクルが第１の位置にある時に喫煙物品を把持するための把持手段
を含む。
【００４０】
　把持手段は、ユーザの吸煙時に加熱器が喫煙物品のエアロゾル形成基材を加熱すること
ができるように喫煙物品が正確に位置決めされることを保証する。これに加えて、把持手
段は、喫煙システムが垂直から離れるか又は作動の向きから離れるように向けられた場合
に喫煙物品がエアロゾル発生装置から落ちないことを保証する。把持手段は、摺動レセプ
タクルが第１の位置にあっても第２の位置にあっても、喫煙物品が摺動レセプタクル内に
受け入れられた時に喫煙物品を把持するように配置することができる。これに代えて、把
持手段は、喫煙物品が摺動レセプタクル内に受け入れられた時に摺動レセプタクルが第１
の位置にある時にのみ喫煙物品を把持するように配置することができる。
【００４１】
　上述したように、エアロゾル発生装置からの喫煙物品の取り出しは、２段階で達成する
ことができる。第１の段階では、喫煙物品及び摺動レセプタクルは、エアロゾル発生装置
の構成要素に対して摺動によって移動される。一実施形態において、把持手段は、第１の
段階中に喫煙物品を把持するように配置される。第２の段階では、この時点で加熱器から
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分離した喫煙物品は、摺動レセプタクルから取り出すことができる。把持手段はまた、第
２の段階中に喫煙物品を解除するように配置することができる。
【００４２】
　把持手段は、摺動レセプタクルが第１の位置内に移動された時に起動することができる
。これに代えて、把持手段は、喫煙物品が摺動レセプタクル内に受け入れられた時にのみ
起動することができる。これは、ユーザが把持手段によって及ぼされるいかなる力にも打
ち勝つ必要なく摺動レセプタクル内にそれが第１の位置にある時でさえも喫煙物品を容易
に挿入することを可能にするので有利である。例えば、把持手段は、摺動レセプタクルに
喫煙物品が受け入れられていない時は非把持位置にあるように配置され、摺動レセプタク
ルが喫煙物品に受け入れられた時は把持位置まで移動されるように配置される機械的摺動
レセプタクルを含むことができる。把持手段は、喫煙物品自体によって及ぼされる力によ
って非把持位置から把持位置まで移動することができる。
【００４３】
　摺動レセプタクルは、喫煙物品が、喫煙物品のエアロゾル形成基材が加熱器によって加
熱されるように正しく位置決めされた時に当接する面を含むことができる。これは、喫煙
物品が摺動レセプタクル内に完全に挿入されたことをユーザに示す。これは、挿入中にエ
アロゾル形成基材が損傷する機会を低減する。
【００４４】
　一実施形態において、エアロゾル発生装置は、摺動レセプタクルを第１及び第２の位置
の間で移動するための移動手段を更に含む。
【００４５】
　移動手段は、電動式移動手段を含むことができる。摺動レセプタクルは、ユーザが喫煙
物品をエアロゾル発生装置から取り出すために喫煙物品に力を加えた時に第１及び第２の
位置の間で自動的に移動することができる。これに代えて、摺動レセプタクルは、ユーザ
がスイッチを作動させた時に第１及び第２の位置の間で自動的に移動することができる。
これに代えて、移動手段が設けられない場合があり、摺動レセプタクルは、第１及び第２
の位置の間でユーザによって手動で移動することができる。
【００４６】
　作動中に、エアロゾル形成基材を収容する喫煙物品は、エアロゾル発生装置内に完全に
収容することができる。この場合に、ユーザは、エアロゾル発生装置のマウスピース上で
吸煙することができる。これに代えて、作動中に、エアロゾル形成基材を収容する喫煙物
品は、エアロゾル発生装置内に部分的に収容することができる。この場合に、ユーザは、
喫煙物品上で直接吸煙することができる。
【００４７】
　喫煙物品は、実質的に円筒形とすることができる。喫煙物品は、実質的に細長いとする
ことができる。喫煙物品は、長さ及び長さに実質的に直交する円周を有することができる
。エアロゾル形成基材は、実質的に円筒形とすることができる。エアロゾル形成基材は、
実質的に細長いとすることができる。エアロゾル形成基材も、長さ及び長さに実質的に直
交する円周を有することができる。エアロゾル形成基材は、エアロゾル形成基材の長さが
エアロゾル発生装置内の空気流の方向と実質的に平行であるようにエアロゾル発生装置の
摺動レセプタクルに受け入れることができる。
【００４８】
　喫煙物品は、約３０ｍｍから約１００ｍｍの間の全長を有することができる。喫煙物品
の外径は、約５ｍｍから約１２ｍｍの間とすることができる。喫煙物品は、フィルタプラ
グを含むことができる。フィルタプラグは、喫煙物品の下流端に位置付けることができる
。フィルタプラグは、セルロースアセテートフィルタプラグとすることができる。一実施
形態において、フィルタプラグは、長さが約７ｍｍであるが、約５ｍｍから約１０ｍｍの
間の長さを有することができる。
【００４９】
　一実施形態において、喫煙物品の全長は、約４５ｍｍである。喫煙物品の外径は、約７
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．２ｍｍとすることができる。更に、エアロゾル形成基材の長さは、約１０ｍｍとするこ
とができる。これに代えて、エアロゾル形成基材の長さは、約１２ｍｍとすることができ
る。更に、エアロゾル形成基材の直径は、約５ｍｍから約１２ｍｍの間とすることができ
る。喫煙物品は、外側包装紙を含むことができる。更に、喫煙物品は、エアロゾル形成基
材とフィルタプラグの間に分離を含むことができる。分離は、約１８ｍｍとすることがで
きるが、約５ｍｍから約２５ｍｍの範囲とすることができる。
【００５０】
　エアロゾル形成基材は、固体エアロゾル形成基材とすることができる。これに代えて、
エアロゾル形成基材は、固体及び液体成分の両方を含むことができる。エアロゾル形成基
材は、加熱中に基材から放出される揮発性タバコ香味化合物を含有するタバコ含有材料を
含むことができる。これに代えて、エアロゾル形成基材は、非タバコ材料を含むことがで
きる。エアロゾル形成基材は、エアロゾルフォーマを更に含むことができる。適切なエア
ロゾルフォーマの例は、グリセリン及びプロピレングリコールである。
【００５１】
　エアロゾル形成基材が固体エアロゾル形成基材である場合に、固体エアロゾル形成基材
は、例えば、ハーブ葉、タバコ葉、タバコ茎の破片、再構成タバコ、均質化タバコ、押し
出しタバコ、及び膨張タバコのうちの１つ又はそれよりも多くを含有する粉体、粒体、ペ
レット、破片、スパゲティ、ストリップ、又はシートのうちの１つ又はそれよりも多くを
含むことができる。固体エアロゾル形成基材は、緩んだ形態にある場合があり、又は適切
な容器又はカートリッジに提供することができる。任意的に、固体エアロゾル形成基材は
、基材の加熱中に放出される追加のタバコ又は非タバコ揮発性香味化合物を含有すること
ができる。固体エアロゾル形成基材はまた、例えば、追加のタバコ又は非タバコ揮発性香
味化合物を含むカプセルを収容することができ、このようなカプセルは、固体エアロゾル
形成基材の加熱中に溶融することができる。
【００５２】
　任意的に、固体エアロゾル形成基材は、熱的に安定した担体上に与えるか又はそれに埋
め込むことができる。担体は、粉体、粒体、ペレット、破片、スパゲティ、ストリップ、
又はシートの形態を取ることができる。これに代えて、担体は、その内面上、又はその外
面上、又はその内面及び外面の両面上に堆積した薄層の固体基材を有する管状担体とする
ことができる。このような管状担体は、例えば、紙又は紙状材料、不織布炭素繊維マット
、低質量オープンメッシュ金属スクリーン、又は有孔金属箔、又は他のあらゆる熱安定性
ポリマーマトリックスで作ることができる。
【００５３】
　固体エアロゾル形成基材は、例えば、シート、発泡体、ゲル、又はスラリの形態で担体
の表面上に堆積させることができる。固体エアロゾル形成基材は、担体の表面全体上に堆
積させることができ、又はこれに代えて使用中に不均一な香味送出をもたらすためにパタ
ーンで堆積させることができる。
【００５４】
　上述の固体エアロゾル形成基材を参照したが、当業者には、本発明の他の実施形態に他
の形態のエアロゾル形成基材を含めることができることは明らかであろう。例えば、エア
ロゾル形成基材は、液体エアロゾル形成基材とすることができる。液体エアロゾル形成基
材が与えられる場合に、エアロゾル発生装置は、液体を保持するための手段を含むことが
好ましい。例えば、液体エアロゾル形成基材は、容器に保持することができる。これに代
えて又はこれに加えて、液体エアロゾル形成基材は、多孔性担体材料内に吸収させること
ができる。多孔性担体材料は、あらゆる適切な吸収プラグ又は吸収体、例えば、発泡金属
又はプラスチック材料、ポリプロピレン、テリレン、ナイロン繊維、又はセラミックから
作ることができる。液体エアロゾル形成基材は、エアロゾル発生装置の使用前に多孔性担
体材内に保持することができ、又はこれに代えて、液体エアロゾル形成基材材料は、使用
中又は使用の直前に多孔性担体材料内に放出することができる。例えば、液体エアロゾル
形成基材は、カプセル内に与えることができる。カプセルのシェルは、加熱時に溶けて液
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体エアロゾル形成基材を多孔性担体材料内に放出することが好ましい。任意的に、カプセ
ルは、液体と共に固体を収容することができる。
【００５５】
　これに代えて、担体は、タバコ成分が組み込まれた不織布又は繊維束とすることができ
る。不織布又は繊維束は、例えば、炭素繊維、天然セルロース繊維、又はセルロース派生
繊維を含むことができる。
【００５６】
　エアロゾル発生装置が電気加熱式喫煙システムである場合に、電気加熱式喫煙システム
は、電気加熱器に電力を供給する電源を更に含むことができる。電源は、例えば、あらゆ
る適切な電源、例えば、直流電圧源とすることができる。一実施形態において、電源は、
リチウムイオンバッテリである。これに代えて、電源は、ニッケル－金属水素化物バッテ
リ、ニッケルカドミウムバッテリ、又はリチウムベースバッテリ、例えば、リチウム－コ
バルト、リチウム－鉄－リン酸塩、又はリチウム－ポリマーバッテリとすることができる
。
【００５７】
　電気加熱式喫煙システムは、電源及び電気加熱器に接続されるように配置された電気回
路を更に含むことができる。１つよりも多い加熱要素が設けられる場合に、電気回路は、
各加熱要素が独立に制御可能であることに備えることができる。電気回路は、プログラマ
ブルにすることができる。
【００５８】
　一実施形態において、エアロゾル発生装置は、ユーザの吸煙を示す空気流を検出するセ
ンサを更に含むことができ、これは、電気加熱器の吸煙ベースの起動又は電気加熱器のエ
ネルギ管理の改善を可能にする。センサは、機械デバイス、電気機械デバイス、光学デバ
イス、光学機械デバイス、及びマイクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）ベースセンサのう
ちのいずれかとすることができる。その実施形態において、センサは、電源に接続するこ
とができ、システムは、センサがユーザの吸煙を検知した時に電気加熱器を起動するよう
に配置することができる。代替実施形態において、システムは、ユーザが吸煙を開始する
か又はユーザに長期的な喫煙体験を可能にさせるための手動作動可能スイッチを更に含む
ことができる。
【００５９】
　エアロゾル発生装置は、エアロゾル形成基材を収容する喫煙物品を受け入れ、かつユー
ザが把持するように設計されたハウジングを更に含むことができる。エアロゾル発生装置
は、空気入口を更に含むことができる。エアロゾル発生装置は、空気出口を更に含むこと
ができる。エアロゾル発生装置は、望ましい特性を有するエアロゾルを形成させる凝縮チ
ャンバを更に含むことができる。
【００６０】
　本発明の第２の態様により、エアロゾル発生装置のための引出器を提供し、エアロゾル
発生装置は、エアロゾル形成基材を含む喫煙物品を受け入れるためのものであり、かつエ
アロゾル形成基材を加熱してエアロゾルを形成するための加熱器を含み、引出器は、エア
ロゾル発生装置に受け入れられた喫煙物品を引き出すためのものであり、かつ喫煙物品を
受け入れるための摺動レセプタクルと摺動レセプタクルを受け入れるためのスリーブとを
含み、摺動レセプタクルは、喫煙物品のエアロゾル形成基材が加熱器によって加熱される
ように位置決めされた第１の位置とエアロゾル形成基材が電気加熱器から実質的に分離さ
れた第２の位置との間でスリーブ内で摺動可能であり、摺動レセプタクルは、摺動レセプ
タクル及び喫煙物品が第１の位置から第２に位置まで移動されている時に喫煙物品のエア
ロゾル形成基材を支持する支持体を含む。
【００６１】
　一実施形態において、電気加熱式エアロゾル発生システムのための引出器を提供し、電
気加熱式エアロゾル発生システムは、エアロゾル形成基材を含む喫煙物品を受け入れるた
めのものであり、かつエアロゾル形成基材を加熱してエアロゾルを形成するための電気加
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熱器を含み、引出器は、電気加熱式エアロゾル発生システムに受け入れられた喫煙物品を
引き出すためのものであり、かつ喫煙物品を受け入れるための摺動レセプタクルと摺動レ
セプタクルを受け入れるためのスリーブとを含み、摺動レセプタクルは、喫煙物品のエア
ロゾル形成基材が加熱器によって加熱されるように位置決めされた第１の位置とエアロゾ
ル形成基材が電気加熱器から実質的に分離された第２の位置との間でスリーブ内で摺動可
能であり、摺動レセプタクルは、摺動レセプタクル及び喫煙物品が第１の位置から第２に
位置まで移動されている時に喫煙物品のエアロゾル形成基材を支持する支持体を含む。
【００６２】
　引出器は、摺動レセプタクルが第２の位置まで移動された時に摺動レセプタクルがスリ
ーブから滑り出るのを防ぐためのストッパを更に含むことができる。ストッパは、摺動レ
セプタクル上又はスリーブ上に設けることができる。ストッパは、ストッパ受け入れ手段
と協働するように配置することができる。ストッパ受け入れ手段は、スリーブ上又は摺動
レセプタクル上に設けることができる。
【００６３】
　引出器は、摺動レセプタクルが第１の位置と第２の位置の間で移動される時にスリーブ
内で摺動レセプタクルを案内するためのガイドピンを更に含むことができる。ガイドピン
は、摺動レセプタクル上又はスリーブ上に設けることができる。ガイドピンは、スロット
又は溝と協働するように配置することができる。スロット又は溝は、スリーブ上又は摺動
レセプタクル上に設けることができる。
【００６４】
　摺動レセプタクルは、喫煙物品が摺動レセプタクル内に受け入れられ、かつ摺動レセプ
タクルが第１の位置にある時に喫煙物品を把持するための把持手段を含むことができる。
【００６５】
　エアロゾル発生装置に関連して説明した他の特徴は、引出器にも適用可能である。
【００６６】
　更に別の態様は、エアロゾル発生装置からエアロゾル形成基材を取り出すためのエアロ
ゾル形成基材引出器を提供する。エアロゾル形成基材引出器は、エアロゾル発生装置に取
り外し可能に結合可能であり、かつエアロゾル形成基材を受け入れるための摺動レセプタ
クルを含む。レセプタクルの第１の壁を通って開口が形成され、それによって第１の壁は
、エアロゾル発生装置の加熱器がレセプタクルを貫通してエアロゾル形成基材に接触する
のを可能にしながらエアロゾル形成基材に係合することができる。
【００６７】
　摺動レセプタクルは、エアロゾル発生装置に結合された時に、エアロゾル形成基材が加
熱器によって加熱されるように位置決めされた第１の位置とエアロゾル形成基材が加熱器
から実質的に分離された第２の位置との間で摺動可能とすることができる。
【００６８】
　エアロゾル形成基材引出器は、エアロゾル発生装置に結合された時に、エアロゾル発生
装置の外部ハウジングの一部を形成することができる。例えば、エアロゾル発生装置は、
少なくとも２つの分離可能部分から形成されたハウジングを含むことができ、引出器は、
それらの部分のうちの１つを含むことができる。
【００６９】
　上述のいずれの態様又は実施形態によるエアロゾル発生装置も、本明細書に説明する引
出器を含むことができる。
【００７０】
　第３の態様により、エアロゾル形成基材を加熱してエアロゾルを形成するための加熱器
と喫煙物品を受け入れるための摺動レセプタクルを含む引出器とを含むエアロゾル発生装
置からエアロゾル形成基材を含む喫煙物品を引き出す方法を提供し、本方法は、摺動レセ
プタクル内に受け入れられた喫煙物品と共に摺動レセプタクルを喫煙物品のエアロゾル形
成基材が加熱器によって加熱されるように位置決めされた第１の位置から喫煙物品のエア
ロゾル形成基材が加熱器から実質的に分離された第２の位置まで摺動させる段階であって
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、喫煙物品のエアロゾル形成基材が摺動レセプタクル上の支持体によって摺動中に支持さ
れる前記摺動させる段階と、喫煙物品を摺動レセプタクルから取り出す段階とを含む。好
ましくは、引出器は、第１の位置及び第２の位置の両方で装置に結合したままである。
【００７１】
　一実施形態において、エアロゾル形成基材を加熱してエアロゾルを形成するための加熱
器と喫煙物品を受け入れるための摺動レセプタクルを含む引出器とを含む加熱式エアロゾ
ル発生システムからエアロゾル形成基材を含む喫煙物品を引き出す方法を提供し、本方法
は、摺動レセプタクル内に受け入れられた喫煙物品と共に摺動レセプタクルを喫煙物品の
エアロゾル形成基材が電気加熱器によって加熱されるように位置決めされた第１の位置か
ら喫煙物品のエアロゾル形成基材が電気加熱器から実質的に分離された第２の位置まで摺
動させる段階であって、喫煙物品のエアロゾル形成基材が摺動レセプタクル上の支持体に
よって摺動中に支持される前記摺動させる段階と、喫煙物品を摺動レセプタクルから取り
出す段階とを含む。
【００７２】
　本発明の１つの態様に関連して説明した特徴は、本発明の別の態様にも適用可能とする
ことができる。
【００７３】
　添付図面を参照して本発明を一例として更に詳細に以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の一実施形態によるエアロゾル発生装置の引出器の概略図である。
【図２Ａ】第１の位置にある図１の引出器の概略図である。
【図２Ｂ】図２Ａの引出器の概略横断面図である。
【図３】第２の位置にある図１の引出器の概略図である。
【図４】図１の引出器の一部分の拡大概略図である。
【図５】本発明の一実施形態による引出器の把持手段の概略図である。
【図６】引出器内の喫煙物品の位置に応じて喫煙物品を挿入又は引き出すためにエアロゾ
ル形成基材を含む喫煙物品に印加される力を例示する概略図である。
【図７Ａ】本発明の別の実施形態による引出器の概略図である。
【図７Ｂ】第１の位置にある図７Ａの引出器の概略図である。
【図８Ａ】圧縮エアロゾル形成基材及び非圧縮エアロゾル形成基材の温度プロフィールを
例示する概略図である。
【図８Ｂ】圧縮エアロゾル形成基材及び非圧縮エアロゾル形成基材の温度プロフィールを
例示する概略図である。
【図９Ａ】本発明の更に別の実施形態による窓を有する引出器の概略図である。
【図９Ｂ】喫煙物品が受け入れられた図９Ａの引出器の図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるエアロゾル発生装置を例示する概略図である。
【図１１】喫煙物品が受け入れられた図１０の装置の概略横断面図である。
【図１２】喫煙物品が引き出された状態を示す図１０の装置の概略横断面図である。
【図１３Ａ】図１０の装置上に引出器を保持するスナップの使用を例示する概略図である
。
【図１３Ｂ】図１０の装置上に引出器を保持するスナップの使用を例示する概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００７５】
　図１は、本発明の一実施形態による引出器１０１を含むエアロゾル発生装置１を示して
いる。この実施形態において、引出器１０１は、スリーブ１０３と、ホルダ１０５の形態
とされた摺動レセプタクルとを含む。図１において、引出器１０１は、エアロゾル形成基
材なしで第１の位置、例えば、作動位置に示されている。この実施形態において、スリー
ブ１０３は、実質的に円筒形のチューブを含む。また、この実施形態において、ホルダ１
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０５は、実質的に円筒形のチューブを含むが、スリーブ１０３の直径よりも僅かに小さい
直径を有し、その結果、ホルダ１０５は、スリーブ１０３内に摺動可能に受け入れられる
。ホルダ１０５の外側端１０５ａは、エアロゾル形成基材を受け入れるために開口し、か
つフランジ１０７を含む。この実施形態において、フランジ１０７は、突出するリム又は
カラーの形態とされ、リム又はカラーは、引出器が第１である作動位置にある時にスリー
ブ１０３の外側端に当接する。この実施形態において、ホルダ１０５の内側端１０５ｂは
、開口１０９を除いて閉鎖している。また、ホルダ１０５は、ホルダ１０５の外にかつス
リーブ１０３の内壁のスロット又は溝（図示しない）内に突出するガイドピン１１０を含
む。また、ホルダ１０５は、以下で詳しく説明する把持手段１１１を含む。
【００７６】
　図１に示すように、第１である作動位置で、ホルダ１０５は、完全にスリーブ１０３内
に位置決めされ、ホルダ１０５の外側端のフランジ１０７は、スリーブ１０３に当接した
状態にある。ホルダ及びスリーブは、エアロゾル発生装置ハウジング１１３、例えば、電
気加熱式喫煙システム内に位置決めされる。図１に示す第１である作動位置で、加熱要素
１１５の形態とされたエアロゾル発生装置の加熱器は、ホルダ１０５の内側端の開口１０
９を通って延びる。ホルダ１０５の内側端１０５ｂは、加熱要素１１５のための支持体１
１７に隣接し、かつそれに当接することができる。
【００７７】
　図２Ａは、喫煙物品２０１がエアロゾル発生装置内に挿入された状態にある図１の引出
器１０１を示す。図２では、簡略化のために引出器の参照番号は示されていない。この実
施形態において、喫煙物品２０１は、細長い円筒形を有し、かつ連続的に配置されて同軸
アラインメントにあるエアロゾル形成基材２０３及びフィルタプラグ２０５を含む。エア
ロゾル形成基材２０３及びフィルタプラグ２０５は、外側包装紙２０７によって上包装さ
れる。喫煙物品に他の構成要素を含めることができる。
【００７８】
　図２Ｂは、図２Ａに例示された喫煙物品２０１の横断面を示している。円周２０９によ
り、喫煙物品２０１のエアロゾル形成基材２０３が境界付けられている。円周２０９は、
エアロゾル形成基材２０３の内部部分２１１を定める。図２Ａ及び２Ｂに例示するように
、引出器１０１が第１の位置に位置決めされると、加熱要素１１５が基材２０３の内部部
分に与えられる。
【００７９】
　ホルダ１０５の第１の位置（図２Ａに示す）は、加熱器が喫煙物品２０１のエアロゾル
形成基材２０３を加熱してエアロゾルを形成することができる作動位置である。図２Ａに
示すように、第１の位置で、ホルダ１０５に受け入れられた喫煙物品２０１は、ホルダ１
０５の内側端１０５ｂに当接する。把持手段１１１が、喫煙物品２０１に力を加えて喫煙
物品２０１を所定位置に保持する。ホルダ１０５の実質的に閉鎖した内側端１０５ｂは、
喫煙物品２０１のエアロゾル形成基材２０３のための支持体として作用する。ホルダ１０
５は、完全にスリーブ１０３に収容され、フランジ１０７が、スリーブ１０３に当接し、
ホルダ１０５の内側端１０５ｂが、エアロゾル発生装置の加熱要素１１５のための支持体
１１７に隣接し、かつそれに当接している。加熱要素１１５は、ホルダ１０５の内側端１
０５ｂの開口１０９を通り、喫煙物品２０１のエアロゾル形成基材２０３内に延びる。
【００８０】
　ユーザが喫煙物品を吸煙すると、空気は、上流端（図２の左側）から下流端（図２の右
側）へ向う方向に流れる。これに代えて又はこれに加えて、空気は、右側からハウジング
１１３とスリーブ１０３の間の空間に又はスリーブ１０３とホルダ１０５の間の空間に入
り、左方に流れた後、開口１０９を通って内側端１０５に入るように流れることができる
。ユーザが吸煙する時に、加熱要素１１５は、エアロゾル形成基材２０３を加熱してエア
ロゾルを生成する。エアロゾルは、次に、空気流でユーザの口腔内に運ばれる。空気は、
エアロゾル形成基材を通過してかつ隣接して流れるので、空気は、ホルダ１０５の内側端
１０５ｂ内の開口１０９を貫流する。従って、開口１０９のサイズ及び形状は、空気流を
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及び結果的にエアロゾルの特性を管理するために使用することができる。
【００８１】
　図３は、ホルダが第２の位置、例えば、引出位置にある時の図２Ａの引出器及び喫煙物
品を示している。喫煙物品２０１が十分に消費され、又はユーザが喫煙物品が完全に枯渇
されたと考えた時に、ホルダ１０５は、図２Ａに示す第１である作動位置から図３に示す
第２である引出位置まで移動することができる。ホルダが第１である作動位置から第２で
ある引出位置まで移動される時に、ガイドピン１１０は、スリーブの内壁内のスロット又
は溝（図示しない）に沿って移動する。それによってホルダがスリーブ内で回転しないこ
とを保証する。摺動レセプタクルの第２の位置は、エアロゾル発生装置からの喫煙物品の
取り出しを容易にする引出位置である。図３に示すように、第２である引出位置で、喫煙
物品２０１は、依然としてホルダ１０５に受け入れられ、依然としてホルダ１０５の内側
端１０５ｂに当接している。しかし、ホルダは、この時点でスリーブ１０３内に部分的に
収容されているだけである。把持手段１１１は、依然として喫煙物品に力を加えるが、ホ
ルダ１０５がスリーブによって収容されていないので力は小さい。ホルダ及び喫煙物品は
、加熱要素１１５から分離されるように移動し、その結果、加熱要素１１５は、開口１０
９を通ることも又はエアロゾル形成基材２０３内に入ることもない。ストッパ（図３には
示されず、図４を参照して以下で詳しく説明する）が、ホルダがスリーブから滑り出るの
を防ぐためにホルダ上に設けられる。
【００８２】
　ホルダが、第１である作動位置から第３図に示す第２である引出位置まで移動される時
に、ホルダ１０５の実質的に閉鎖した内側端１０５ｂは、喫煙物品２０１のエアロゾル形
成基材２０３のための支持体として作用する。エアロゾル形成基材が加熱要素１１５によ
って加熱された状態で、加熱要素１１５は、多くの場合にエアロゾル形成基材に付着する
傾向がある。それによって喫煙物品をエアロゾル発生装置から取り出す時にエアロゾル形
成基材が分解する可能性がある。しかし、図１から図３に示す実施形態において、ホルダ
１０５の実質的に閉鎖した内側端は、ホルダが第１である作動位置から第２である引出位
置まで移動される時にエアロゾル形成基材に力を加え、この力は、エアロゾル形成基材が
加熱要素に付着したままとなって崩壊する傾向を弱める。
【００８３】
　図４は、図１の部分ＩＶの拡大図である。図４は、スリーブ１０３内で図１に示す第１
である作動位置にあるホルダ１０５の一部分を示している。図４から分るように、ホルダ
１０５は、ホルダの外面から突出するストッパ４０１を含む。スリーブは、ストッパ４０
１と協働するように配置された２つの窪み４０３、４０５を含む。ホルダが第１である作
動位置（図４に示す）にある時に、ストッパ４０１は、窪み４０３内にある。ホルダが第
１である作動位置から移動すると、ストッパ４０１及び窪み４０３の湾曲形状により、ス
トッパ４０１は、窪み４０３から滑り出ることができる。ホルダが第２である引出位置（
図４には示されない）にある時に、ストッパ４０１は、窪み４０５内に位置決めされる。
ストッパ４０１が窪み４０３と協働することにより、ホルダは、第１である作動位置に保
たれる。ストッパ４０１が窪み４０５と協働することにより、ホルダは、第２である引出
位置に保たれる。窪み４０５は、窪み４０３より深くすることができる。これは、ホルダ
が第１である作動位置から第２である引出位置まで移動される時に、ストッパが窪み４０
３から外れることを可能にする。しかし、それによってもホルダをスリーブから完全に引
き出すことはできない。一実施形態において、窪み４０５の内面は、窪み４０５の外面よ
りも緩やかに傾斜することができる。これは、ホルダ１０５が第２である引出位置から第
１である作動位置に戻ることを可能にする。
【００８４】
　図１から図４において、ストッパ４０１及びガイドピン１１０は、ホルダ１０５の反対
側に示されている。しかし、ストッパ４０１及びガイドピン１１０は、ガイドピン１１０
の同じ側にある場合がある。また、ガイドピン１１０も、スリーブからのホルダの抜け出
しを防ぐのを容易にすることができる。例えば、ガイドピンは、ホルダが第２である引出
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位置にある時に、スリーブの内壁のスロット又は溝の一端に当接するように配置すること
ができる。
【００８５】
　スリーブ１０３は、いくつかの機能を有する。第１に、スリーブ１０３は、ホルダ１０
５が第１である作動位置と第２である引出位置の間で移動する時にホルダ１０５を案内す
る。スリーブ１０３は、エアロゾル発生装置に対して静止したままである。また、スリー
ブ１０３に対するホルダ１０５のフランジ１０７の位置は、ホルダを加熱要素に対して正
確に位置決めし、その結果、喫煙物品がホルダに受け入れられた時に、加熱要素は、エア
ロゾル形成基材を加熱することができる。スリーブ内のスロット又は溝がホルダ上のガイ
ドピン１１０と協働することにより、ホルダ１０５の回転が防止される。また、スリーブ
１０３は、エアロゾル発生装置の外部ハウジングを加熱要素１１５から絶縁するように作
用することができる。これは、エアロゾル発生装置の外部ハウジングが熱くなり過ぎるの
を防止してユーザが安全に把持することができるようにするので有利である。図１から図
４において、スリーブは、個別の構成要素として示されているが、エアロゾル発生装置自
体と一体的に形成することができる。
【００８６】
　ホルダ１０５は、いくつかの機能を有する。第１に、ホルダ１０５は、喫煙物品を保持
し、エアロゾル形成基材を加熱するために加熱要素が正確に位置決めされることを保証す
る。また、ホルダの内側端は、特に引出過程中にエアロゾル形成基材を支持する。それに
よって喫煙物品がエアロゾル発生装置から引き出される時にエアロゾル形成基材の一体性
が実質的に維持される。ホルダ上のガイドピン１１０がスリーブ１０３のスロット又は溝
と協働することにより、ホルダ１０５がスリーブ１０３内で回転するのを防ぐことができ
る。また、ホルダ１０５は、スリーブ１０３を加熱要素１１５から絶縁するように作用す
ることができる。最後に、ホルダ１０５の内側端の構造、特に開口１０９は、空気流を管
理するために使用することができる。これは、エアロゾルの特性に影響を及ぼすことがで
き、エアロゾル発生装置の効率を高めることができる。
【００８７】
　図１から図４を参照して上述した実施形態において、喫煙物品は、連続的に配置されか
つ同軸アラインメントにあって外側包装紙２０７によって上包装されたエアロゾル形成基
材２０３及びフィルタプラグ２０５を含む細長い円筒形の喫煙物品の形態とされる。細長
い喫煙物品の長さは、ユーザが喫煙物品を吸煙した時の空気流（図示しない）の方向と平
行である。しかし、喫煙物品は、図１から図４に示す形態を有する必要はない。例えば、
喫煙物品は、追加の構成要素を含むことができる。喫煙物品は、喫煙物品が引出器のホル
ダに収容され、かつ引出器が第１である作動位置にある時に、加熱器によって加熱される
ように位置決めすることができるエアロゾル形成基材を必要とするに過ぎない。
【００８８】
　図１から図４を参照して上述した実施形態において、加熱要素は、内部加熱要素の形態
とされる。すなわち、加熱要素１１５は、引出器が第１である作動位置にある時に、喫煙
物品のエアロゾル形成基材内に部分的に挿入されるように配置される。図１から図４にお
いて、加熱要素１１５は、電気抵抗材料から作られた細長いピン又はロッドの形態とされ
る。しかし、これは必須ではなく、加熱要素は、あらゆる適切な形態を有することができ
る。但し、本発明による引出器は、内部加熱要素と併せて用いた場合に特に有利であるこ
とが見出されている。内部加熱要素を有するエアロゾル発生装置から喫煙物品を引き出す
時に、エアロゾル形成基材の一体性を維持するのが困難である場合があることが見出され
ている。エアロゾル形成基材には加熱要素に付着する傾向があり、この傾向は、加熱要素
が内部加熱要素である場合に特に厄介になる可能性がある。引き出しにより、エアロゾル
形成基材の一部が崩壊してエアロゾル形成基材の緩んだ破片がシステム内に残ることがあ
る。本発明の引出器は、特に、加熱中にエアロゾル形成基材内に部分的に挿入される内部
加熱要素をエアロゾル発生装置が含む場合に、エアロゾル発生装置からの喫煙物品の引出
時にエアロゾル形成基材が崩壊するのを低減する。
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【００８９】
　図１から図４の実施形態において、ホルダ１０５の内側端１０５ｂは、開口１０９を除
いて閉鎖している。開口１０９は、加熱要素１１５がホルダ１０５の内側端１０５ｂを通
ってエアロゾル形成基材内に延びることを可能にする。開口は、ホルダの直径よりも小さ
いいずれかの適切なサイズを有することができる。ホルダの内側端は、特に喫煙物品をエ
アロゾル発生装置から取り出す時に、エアロゾル形成基材にある程度の支持を提供するこ
とができるように閉鎖していなければならない。すなわち、ホルダの内側端は、２つの機
能を有する。第１に、ホルダの内側端は、特にエアロゾル発生装置からの喫煙物品の引出
過程中に、エアロゾル形成基材のための支持体として作用する。これは、エアロゾル形成
基材が分解するか又は粉砕される可能性を低減する。第２に、ホルダの内側端は、加熱過
程中に、空気がエアロゾル発生装置の上流端からエアロゾル形成基材を通って流れ、エア
ロゾルが空気流でユーザの口腔内に運ばれることを可能にする。図１から図３に示すよう
な内部加熱要素の場合に、ホルダの内側端も、加熱要素がホルダの内側端を通ってエアロ
ゾル形成基材内に延びることを可能にしなければならない。
【００９０】
　しかし、内側端は、あらゆる適切な代替構造を有することができる。ホルダの内側端は
、エアロゾル形成基材のタイプに特に適切な構造を有することができる。例えば、ホルダ
の内側端には、複数の小孔を開けることができる。これらは、空気がホルダの内部を通っ
て流れることを可能にする。単一の内部加熱要素を用いる場合に、加熱要素は、小孔の１
つを通って延びることができる。複数の内部加熱要素を用いる場合に、各加熱要素は、各
小孔を通って延びることができる。これに代えて、内側端は、空気が貫流することができ
るガーゼ又はメッシュ、又は他の材料を含むことができる。１つ又は複数の加熱要素が貫
通するホルダの内側端の開口は、あらゆる適切な形状とすることができる。例えば、開口
は、矩形又は円形とすることができる。開口の形状は、１つ又は複数の加熱要素の横断面
形状と同じとすることができる。
【００９１】
　図２に関連して上述したように、ホルダが第１である作動位置にある時に、ホルダの内
側端は、加熱要素のための支持体１１７の近くにある。ホルダの内側端と隣接する構成要
素との間の空間を最小にすることにより、喫煙物品が取り出された後に、エアロゾル発生
装置にはエアロゾル形成基材の緩んだ破片が留まる空間はほとんど残っていない。従って
、ホルダの内側端は、隣接する構成要素とホルダとの間の空き空間を空気が流入するのに
ちょうど十分な空間で実質的に充填するように設計することができる。
【００９２】
　上述したように、ユーザがエアロゾル発生装置内の喫煙物品を吸煙すると、ホルダ１０
５及び喫煙物品２０１は、第１である作動位置（図２に示す）にある。加熱要素１１５は
、ユーザが吸煙すると、エアロゾル形成基材２０３を加熱してエアロゾルを形成する。こ
れに代えて、加熱要素１１５は、例えば、ユーザの最初の吸煙に起因するか又はユーザが
起動するスイッチによる初期の起動の後に、連続的に加熱することができる。エアロゾル
は、空気流でユーザの口腔内に運ばれる。喫煙物品が十分に消費されるか又はユーザが喫
煙物品が枯渇されたと考えた時に、ホルダ１０５は、第１である作動位置から第２である
引出位置（図３参照）まで移動することができる。これは、ユーザがホルダ１０５をスリ
ーブ１０３から抜き出すことによって手動的に達成することができる。その場合に、ユー
ザは、フランジ１０７を把持してホルダ１０５をスリーブ１０３から抜き出すことができ
る。これに代えて、これは自動的に達成することができる。例えば、ユーザがスイッチを
起動し、スイッチがモータに作用してホルダを第１である作動位置から第２である引出位
置まで摺動させることができる。これに代えて、第１である作動位置から第２である引出
位置までのホルダの自動的な移動は、ユーザが喫煙物品に力を加えて喫煙物品をホルダか
ら抜き出すことによって起動することができる。引出器は、別の喫煙物品のために手動又
は自動のいずれかによって第１である作動位置に戻すことができる。これに代えて、フラ
ンジ１０７は、ホルダ１０５を上述したように作動させるためにフランジ１０７を通して
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力及び動きを伝える外部シェル（図示しない）に結合することができる。
【００９３】
　図１から図４に示す実施形態において、ホルダ１０５は、ホルダ１０５及び喫煙物品２
０１が第１である作動位置にある時に喫煙物品２０１を把持するための把持手段１１１を
含む。図１から図４では、把持手段は、比較的簡単な構造を有する。把持手段は、ホルダ
１０５内にある減径したカラーを含む。ホルダは、それが第２である引出位置にある時に
、スリーブ１０３に収容されていない。それによってホルダは、極めて僅かに膨張するこ
とができ、この膨張は、把持手段１１１の位置でホルダの直径を増加させる。それによっ
てユーザは、ホルダが第２である引出位置にある時に、喫煙物品をホルダ内に挿入するこ
とができる。ホルダは、スリーブ内に摺動可能に受け入れられるので、ホルダの直径は、
スリーブ内で第１である作動位置に摺動する時に減少する。それによって把持手段１１１
は、喫煙物品を把持して喫煙物品を正しい位置に保持することができる。
【００９４】
　しかし、把持手段は、あらゆる適切な構造を有することができる。ホルダをスリーブか
ら自動的に引き出す場合に、把持手段が適切な時期に起動されることが特に重要になる。
図１から図４に示す実施形態において、把持手段１１１は、ホルダ１０５が第１である作
動位置内に移動された時に起動される。把持手段の他の実施形態も、ホルダ１０５が第１
である作動位置内に移動された時に起動することができる。しかし、ユーザは、ホルダが
既に第１である作動位置にある時に喫煙物品をホルダ１０５内に挿入することができる。
従って、喫煙物品がホルダに受け入れられた時にのみ把持手段を起動することが有利であ
る。
【００９５】
　図５は、喫煙物品がホルダに受け入れられた時に起動される把持手段の一実施形態を示
している。図５は、ホルダ１０５がスリーブ１０３に収容されて第１である作動位置にあ
る時のホルダ１０５の一端の拡大図である。把持手段１１１は、ホルダの内側端に最も近
い内側端１１１ａとホルダ１０５の外側端に最も近い外側端とを有する。把持手段１１１
の２つの位置５０１、５０３が示されている。ホルダ１０５内に喫煙物品が受け入れられ
ていない時に、把持手段は、位置５０１に位置決めされる。すなわち、把持手段は、ホル
ダ１０５内に喫煙物品がない時は位置５０１へ付勢される。喫煙物品がホルダ１０５内に
挿入されてホルダ１０５の内側端に近づくと、喫煙物品は、把持手段１１１の内側端１１
１ａを圧迫する。その結果、把持手段１１１は、ピボット５０５の周りに回転して位置５
０３に移動する。位置５０３で、把持手段の外側端１１１ｂは、喫煙物品を圧迫し、喫煙
物品を把持してホルダ１０５内の所定位置に保持する。喫煙物品がホルダ１０５から取り
出される時に、ユーザが喫煙物品を引っ張ると、喫煙物品がホルダの内側端から僅かに短
い距離を移動するので、これが把持手段１１１を解除し、把持手段１１１は、ピボット５
０５の周りに回転して位置５０１に戻る。位置５０１で、把持手段の外側端１１１ｂは、
外方に移動し、喫煙物品から離れて喫煙物品を解除する。
【００９６】
　図６は、引出器内の喫煙物品の位置に応じて喫煙物品を挿入又は引き出すために喫煙物
品によって印加される力を例示する概念図である。ｘ軸は、引出器内の喫煙物品の位置（
Ｅ）を示している。ｙ軸は、喫煙物品をエアロゾル発生装置内に挿入し、又は喫煙物品を
エアロゾル発生装置から引き出すのに必要な力を示している。位置６０１と位置６０３の
間で、喫煙物品は、ホルダ１０５内で摺動する。力６０７が、ホルダの摩擦力に打ち勝つ
のに必要とされる。位置６０３と位置６０５の間で、加熱要素１１５は、喫煙物品エアロ
ゾル形成基材内に挿入される。力６０９が、ホルダ１０５の摩擦力に加えて加熱要素１１
５の摩擦力に打ち勝つのに必要とされる。位置６０５で、喫煙物品は、ホルダ１０５の底
部１０５ｄに接触する。必要な力の突然の上昇は、喫煙物品が、ホルダの底部と接触状態
にあり、かつ加熱要素によって加熱されるエアロゾル形成基材に対して正確な位置にある
ことをユーザに示す。
【００９７】
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　すなわち、本発明のエアロゾル発生装置及び引出器は、エアロゾル形成基材の崩壊又は
分解を最小にしながら、喫煙物品を取り出す直接的手段を提供する。これは、加熱器が内
部加熱要素を含む場合に特に有利である。また、引出器は、エアロゾル発生装置内におけ
る空気流の管理を補助するために使用することができる。
【００９８】
　図７Ａ及び図７Ｂは、引出器１０１の別の実施形態を例示している。図７Ａに示す実施
形態において、引出器１０１の円周に突起７０１が設けられる。突起７０１は、引出器１
０１が作動位置にもたらされた時に引出器１０１の内壁７０３を偏位させるように位置決
めされる。この偏位は、喫煙物品２１０のエアロゾル形成基材２０３を圧縮する。
【００９９】
　エアロゾル形成基材２０３の圧縮は、ある一定の状況下では望ましいことがある。例え
ば、エアロゾル形成基材２０３の圧縮は、エアロゾル形成基材２０３と加熱器の間の物理
的接触を改善することができる。更に、エアロゾル形成基材２０３の圧縮は、エアロゾル
形成基材２０３の多孔率を実質的に低減する。ここで、多孔率とは、エアロゾル形成基材
２０３を形成する物質に対する空気の比率として定義される。例えば、エアロゾル形成基
材２０３の横断面容積における空気の高い割合は、高い多孔率に対応し、空気の低い割合
は、低い多孔率に対応する。換言すれば、物質の圧縮が上昇して空気が物質から押し出さ
れる時に、多孔率は低下する。多孔率が低下する時に、エアロゾル形成基材２０３を形成
する物質の各部分間の平均距離も減少し、物質はより密度が高くなる。
【０１００】
　エアロゾル形成基材２０３の圧縮は、エアロゾル形成基材２０３の改善した熱伝導性及
びより均質な温度プロフィールのようないくつかの有益な効果をもたらすことができる。
エアロゾル形成基材２０３の熱伝導性が改善し、プロフィールがより均質になると、エア
ロゾル内の望ましくない元素の割合を更に良く制御することができ、その理由は、エアロ
ゾル形成基材２０３の圧縮を利用すれば、同量又はより多量のエアロゾルを生成するのに
より低い作動温度を使用することができるからである。
【０１０１】
　図７において、各突起７０１は、互いに反対側に位置付けられた離散ポイントとして例
示されているが、当業者には、エアロゾル形成基材２０３の圧縮をもたらす他の構成を使
用することができることが明らかである。例えば、エアロゾル形成基材２０３の圧縮を考
慮する単一の突起、軸線方向で互いに反対側に位置付けた複数の突起、又は喫煙物品２１
０の円周の周りに延びる突出バンドを使用することができる。これに代えて、エアロゾル
形成基材２０３の望ましい圧縮効果を得るために、突出バンドを含むか又は含まない突起
の他の構成及び分布を使用することができる。
【０１０２】
　図８Ｂは、圧縮された及び圧縮されないエアロゾル形成基材２０３の温度プロフィール
を示している。図８Ａは、ブレード形状に形成され、かつエアロゾル形成基材２０３の中
心軸に沿って設けられた例示的な加熱要素１１５の図を含む。エアロゾル形成基材２０３
の半径は、中心点（Ｘ1）及びエアロゾル形成基材２０３の円周上の点（Ｘ2）で定められ
、半径の長さはｒである。図８Ｂは、例示的なエアロゾル形成基材２０３の中心からその
円周まで測定した距離に対する例示的な温度プロフィール、すなわち、Ｘ1とＸ2の間の半
径方向線上の温度プロフィールを示している。温度１（Ｔ1）は、これを超えると望まし
くない成分がエアロゾル形成基材２０３から放出される温度、すなわち、最高作動温度で
ある。温度２（Ｔ2）は、作動のための十分なエアロゾルがもたらされる所望作動温度で
ある。エアロゾル形成基材２０３を加熱する時に、より高い割合のエアロゾル形成基材２
０３がＴ2を超える温度であれば、より大きい容積のエアロゾルを形成することができる
。
【０１０３】
　図８Ｂに示すように、非圧縮エアロゾル形成基材の例示的な温度プロフィール（図８で
実線で示される）は、温度が喫煙物品の中心から外側へより急速に過激に低下するのであ
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まり望ましくない。対照的に、圧縮エアロゾル形成基材は、より滑らかな温度プロフィー
ル（図８で破線で示される）を有し、温度は、エアロゾル形成基材の中心からその円周へ
より緩やかに低下する。圧縮エアロゾル形成基材の低い多孔率は、改善した熱伝導性及び
より均質な温度プロフィールをもたらす。すなわち、圧縮エアロゾル形成基材は、より高
い作動温度を必要とすることなく、より多い全体的エアロゾル生成をもたらす。
【０１０４】
　図９Ａは、引出器１０１の別の実施形態を示している。図９Ａに示すように、引出器１
０１に窓９０１が設けられる。窓９０１を含む引出器１０１の構造的一体性は、脚９０３
の使用によって改善することができる。
【０１０５】
　図９Ｂは、その内部に喫煙物品２１０が受け入れられた図９Ａの窓９０１を含む引出器
１０１を例示している。図９Ｂにおいて、喫煙物品２０１の外側包装紙２０７は示されず
、喫煙物品２０１のエアロゾル形成基材２０３及びフィルタプラグ２０５が見える。図９
Ｂに示すように、引出器１０１の窓９０１は、エアロゾル形成基材２０３の円周２０９の
少なくとも一部にわたって設けられる。
【０１０６】
　窓９０１の使用により、引出器１０１と喫煙物品２０１の間の表面接触が減少する。ま
た、窓９０１は、引出器１０１の熱質量を低減する。表面接触及び熱質量の減少により、
エアロゾル形成基材２０３の熱損失が低減し、エアロゾル形成基材２０３の加熱効率が改
善する。それによってエアロゾル形成基材２０３から生成されるエアロゾル中の成果物を
より高いレベルにすることができる。表面接触及び熱質量の減少により、エアロゾル形成
基材２０３内での温度プロフィールは、図８Ｂに例示された圧縮エアロゾル形成基材に関
する例示的な温度プロフィールと同じにすることができる。
【０１０７】
　窓９０１のサイズは変えることができる。引出器１０１が作動中にその一体性を維持す
る限り、窓９０１と脚９０３のあらゆる組合せを引出器１０１と共に使用することができ
る。当業者には明らかなように、窓９０１のサイズを増大させれば、引出器１０１の表面
接触及び熱質量が減少し、従って、エアロゾル形成基材２０３の温度プロフィールの均質
性が改善され、エアロゾルの高い送出レベルが可能になる。最小でも、窓９０１の長さは
、喫煙物品２０１の中心軸に沿って測定されたエアロゾル形成基材２０３の長さよりも短
くない。
【０１０８】
　上述の例示的な実施形態は、本発明を例証するものであり、限定するものではない。上
述の例示的な実施形態に照らすと、当業者には、上述の例示的な実施形態に適合する他の
実施形態が明らかである。
【０１０９】
　図１０から図１２は、装置１０００内に受け入れられた喫煙物品１１１１を位置決めし
て引き出すための引出器１００１を有するエアロゾル発生装置１０００の更に別の特定の
実施形態を例示している。
【０１１０】
　図１０から分るように、装置１０００は、細長い形状を有する。装置は、結合線１００
３で摺動可能に分離可能である２つの外部ハウジング部分１００１、１００２を有する。
第１のハウジング部分１００２は、バッテリ（図示しない）及び加熱器１００５のような
装置の内部構成要素に対して固定される。加熱器１００５は、電気加熱式スパイク、ピン
、又はブレードとすることが好ましい。第２のハウジング部分１００１は、引出器を形成
する。
【０１１１】
　引出器１００１は、喫煙物品１１１１を受け入れるための摺動レセプタクル１０１３を
含む。摺動レセプタクル１０１３は、装置１０００の第１の端部１０１２で開口し、かつ
エアロゾル形成基材１１３０を含むロッド形状の喫煙物品１１１１を受け入れるような寸
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法にされた細長い実質的に管状の空洞を形成する。エアロゾル形成基材は、均質なタバコ
材料から形成されることが好ましい。摺動レセプタクルのその開口部の反対端での遠位端
は、端壁１０１４によって形成される。端壁は、喫煙物品１１１１に係合することができ
る。端壁１０１４を通って形成される開口１０１５は、加熱器１００５が摺動レセプタク
ル１０１３の空洞内に貫入可能になるように位置決めされかつその大きさとされる。
【０１１２】
　引出器１００１は、それが第１の位置及び第２の位置、並びに第１の位置と第２の位置
の間の中間位置で装置１０００に結合することができるように装置１０００の内側部分１
０２５に係合する。
【０１１３】
　図１０及び図１１は、装置１０００に対してその第１の位置にある引出器１００１を例
示している。この第１の位置で、引出器１００１は、第１のハウジング部分１００２に当
接する。加熱器１００５は、摺動レセプタクル１０１３の空洞に貫入している。引出器１
００１がその第１の位置にある時に、喫煙物品１１１１は、加熱器１００５が喫煙物品の
エアロゾル形成基材に貫入するように、摺動レセプタクル１０１３の空洞内に挿入して位
置決めすることができる。次に、装置１０００は、作動してエアロゾル形成基材を加熱し
、エアロゾルを生成することができ、エアロゾルは、喫煙物品１１１１のマウスピースフ
ィルタ１１３１でユーザの吸煙によって吸入することができる。
【０１１４】
　喫煙物品の使用後に、ユーザは、喫煙物品１１１１１を装置１０００から取り出すこと
を望む。ユーザがマウスピースフィルタ１１３１に最も近い喫煙物品の端部を引っ張ると
、エアロゾル形成基材の各部分は、喫煙物品から取り除かれて装置内に保持することがで
きる。従って、図１２に例示するように、ユーザは、喫煙物品を取り出すために引出器を
その第１の位置からその第２の位置まで移動する。摺動レセプタクルの端壁１０１４は、
喫煙物品と係合し、エアロゾル形成基材１０３０が加熱器１００５から分離されるのを助
ける。第２の位置で、引出器は、喫煙物品を移動し、加熱器１００５との接触から完全に
外れる。喫煙物品１１１１は、この時点で摺動レセプタクルから取り出され、引出器１０
０１は、その第１の位置まで戻すことができる。
【０１１５】
　あらゆる適切な手段を使用して、引出器１００１を装置１０００の内側部分１０２５と
係合させ、引出器を第１の位置と第２の位置の間で摺動可能にすることができる。好まし
い手段は、図１３Ａ及び図１３Ｂを参照して以下で説明するスナップの使用に関わるもの
である。
【０１１６】
　引出器１００１の内面１２００は、装置１０００の内側部分１０２５の外面に係合する
。引出器１００１は、スナップ１４００（図１３において、円で輪郭を描いた領域を参照
）によって装置１０００上に保持される。スナップ１４００は、引出器の内面上に位置付
けられた突起１４１０と装置１０００の内側部分１０２５の外面上に位置付けられたバネ
付き突起１３１０又は１３２０との組合せを含む。引出器の内面１２００には、内面１２
００内で周方向に離間した４対の縦方向離間突起１４１０が設けられる。これらの対の突
起１４１０は、バネ付き突起１３１０、１３２０と係合する。引出器１００１が第１のハ
ウジング部分１００２に当接すると、これらの対の突起１４１０は、第１の組のバネ付き
突起１３１０と係合する。それによって引出器１００１は、その第１の位置に保持される
。
【０１１７】
　縦方向に力を加えることにより、スナップ１４００は、引出器１４１０上の突起１３１
０が第１の組のバネ付き突起１３１０から外れる時に外れ、引出器は、縦軸線に自由に摺
動することができる。引出器を第１の位置から縦方向に離間したその第２の位置に保つた
めに、引出器１４１０は、第２のバネ付き突起１３２０と係合することができ、スナップ
１４００は、突起１４１０及び１３２０の組合せと再係合することができる。第２のバネ
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付き突起１３２０は、第１のバネ付き突起から縦方向に離間している。バネ付き突起１３
１０、１３２０は、片持ちバネによって跳ねることができる。
【０１１８】
　引出器１１０１は、装置１０００から完全に取り出すことができる。
【符号の説明】
【０１１９】
１１５　加熱要素
１１７　支持体
２０１　喫煙物品
２０３　エアロゾル形成基材
２０５　フィルタプラグ

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図８】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】
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